
１．教育庁
きょういくちょう

等
とう

及
およ

び県立
けんりつ

学校
がっこう

における対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

するもの（１から３０）

1 第
だい

1条
じょう

関係
かんけい 「この要領

ようりょう

（以下
いか

「対応
たいおう

要領
ようりょう

」という。）は、」に続
つづ

き、「障害者
しょうがいしゃ

の権利
けんり

に関
かん

する条
じょ

約
うやく

に則
のっと

り、」を挿入
そうにゅう

してください。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

2
第
だい

2,3条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

2条
じょう

関係
かんけい

》

「障害
しょうがい

」の定義
ていぎ

を、権利
けんり

条約
じょうやく

を締結
ていけつ

する各国
かっこく

の基本
きほん

認識
にんしき

である前文
ぜんぶん

e）項
こう

の「障
しょ

害
うがい

」の定義
ていぎ

によって、及
およ

び「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

」の定義
ていぎ

を、権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

２条
じょう

の定
て

義
いぎ

の通
とお

りに明示
めいじ

して下
くだ

さい。また、対応
たいおう

要領
ようりょう

の全体
ぜんたい

をこの定義
ていぎ

によって見直
みなお

し、

また拡張
かくちょう

して下
くだ

さい。

したがって、3条
じょう

《2条
じょう

》の規定
きてい

は、根本的
こんぽんてき

に見直
みなお

して下
くだ

さい。単
たん

なる不利益
ふりえき

扱
あつか

い

だけにとどまらず、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

除去
じょきょ

の環境
かんきょう

整備
せいび

の推進
すいしん

をはじめ、あらゆる「障
しょう

がいに基
もと

づく差別
さべつ

」を解消
かいしょう

する立場
たちば

を明示
めいじ

して下
くだ

さい。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

3
第
だい

3条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

2条
じょう

関係
かんけい

》

「障
しょう

がい」と「障
しょう

がい者
しゃ

」を条文
じょうぶん

の中
なか

で注釈的
ちゅうしゃくてき

に説明
せつめい

がしてあるが、県警
けんけい

訓令
くんれい

の

ように一
ひと

つの条文
じょうぶん

として定義
ていぎ

していただいた方
ほう

がわかりやすい。

原案
げんあん

第
だい

3条
じょう

《第
だい

2条
じょう

》において「障
しょう

がい」及
およ

び「障
しょう

がい者
しゃ

」を定義
ていぎ

することと、

別
べつ

条項
じょうこう

を設
もう

けて定義
ていぎ

することは本質的
ほんしつてき

な相違
そうい

がないことから、原案
げんあん

どお

りとさせていただきます。

※表中
ひょうちゅう

《　》内
ない

は、県立
けんりつ

学校
がっこう

の対応
たいおう

要領
ようりょう

の中
なか

で読
よ

み替
か

えるものです。

パブリックコメントに対
たい

する教育
きょういく

委員会
いいんかい

の考
かんが

え方
かた

ご意見
いけん

に対
たい

する教育
きょういく

委員会
いいんかい

の考
かんが

え方
かた

該当
がいとう

条文
じょうぶん

ご意見
いけん

の内容
ないよう



4
第
だい

4条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

3条
じょう

関係
かんけい

》

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の定義
ていぎ

を、別紙
べっし

の中
なか

ではなく、本則
ほんそく

に明示
めいじ

して下
くだ

さい。なお、本
ほ

来
んらい

、権利
けんり

条約
じょうやく

の定義
ていぎ

で「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」は「均衡
きんこう

を失
しっ

した又
また

は過度
かど

の負担
ふたん

を課
か

さ

ないもの」と担保
たんぽ

されています。この定義
ていぎ

の本則
ほんそく

明示
めいじ

により、対応
たいおう

要領
ようりょう

及
およ

び別
べっ

紙
し

において繰
く

り返
かえ

される「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、」というフ

レーズは不要
ふよう

であり、すべて削除
さくじょ

して下
くだ

さい。

第
だい

4条
じょう

《第
だい

3条
じょう

》において「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の定義
ていぎ

を定
さだ

めています。

この定義
ていぎ

は、基本
きほん

方針
ほうしん

にその基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

として規定
きてい

されているもの

であることから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

5
第
だい

4条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

3条
じょう

関係
かんけい

》

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

除去
じょきょ

を表明
ひょうめい

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

は、警察
けいさつ

訓令
くんれい

第
だい

5条
じょう

(2)項
こう

のように、本人
ほんにん

だけでなく家族
かぞく

、支援者
しえんしゃ

その他
た

関係者
かんけいしゃ

であることを本則
ほんそく

に明記
めいき

して下
くだ

さい。

別紙
べっし

第
だい

４の３の第
だい

2段落
だんらく

において、障
しょう

がい者
しゃ

からの意思
いし

の表明
ひょうめい

に関
かん

して

同様
どうよう

の趣旨
しゅし

の記述
きじゅつ

をしていますので、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

6
第
だい

5条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

4条
じょう

関係
かんけい

》

第
だい

１文中
ぶんちゅう

、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

」の文言
もんごん

の前
まえ

に「権利
けんり

条約
じょうやく

に則
のっと

り、」

挿入
そうにゅう

してください。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。



7
第
だい

6条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

5条
じょう

関係
かんけい

》

第
だい

２項
こう

で、「他人
たにん

とコミュニケーションを図
はか

る際
さい

に必要
ひつよう

となる多様
たよう

な手段
しゅだん

を可能
かのう

な

範囲
はんい

で用意
ようい

して対応
たいおう

する」としていますが、専門
せんもん

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

であり、「可能
かのう

な範
は

囲
んい

で」という文言
もんごん

は削除
さくじょ

して下
くだ

さい。また、３項
こう

は相談
そうだん

業務
ぎょうむ

に限定
げんてい

せず、日常
にちじょう

職
しょ

務
くむ

における本
ほん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かか

わる事例
じれい

の収集
しゅうしゅう

、蓄積
ちくせき

を明記
めいき

し、また、相談
そうだん

業務
ぎょうむ

だ

けでなく、日常
にちじょう

職務
しょくむ

の遂行
すいこう

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

除去
じょきょ

の環境
かんきょう

整備
せいび

推進
すいしん

に生
い

かしていくよ

う拡張
かくちょう

して下
くだ

さい。

多様
たよう

な手段
しゅだん

を事前
じぜん

に網羅的
もうらてき

に整備
せいび

することは困難
こんなん

であるため、原案
げんあん

どお

りとします。

事例
じれい

の収集
しゅうしゅう

・蓄積
ちくせき

等
とう

に関
かん

しては、ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、以下
いか

のように修正
しゅうせい

させ

ていただきます。

［修正案
しゅうせいあん

］

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、職
しょ

員
くいん

《教
きょう

職員
しょくいん

》に対
たい

し、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

･啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、相
そう

談
だん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

事例
じれい

等
など

の蓄積
ちくせき

も踏
ふ

まえ、職員
しょくいん

《教
きょう

職員
しょくいん

》に対
たい

し、

必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

･啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

8
第
だい

7条
じょう

関係
かんけい

《第
だい

6条
じょう

関係
かんけい

》

第
だい

１項
こう

の文中
ぶんちゅう

、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

」の文言
もんごん

の前
まえ

に「権利
けんり

条約
じょうやく

に則
のっと

り、」を挿入
そうにゅう

して下
くだ

さい。第
だい

２項
こう

で、新
あら

たに職員
しょくいん

《教職員
きょうしょくいん

》となったものに対
たい

する研
け

修
んしゅう

について、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

に関
かん

する基本的
きほんてき

事項
じこう

」という文言
もんごん

の前
まえ

に「権利
けんり

条約
じょうやく

、及
およ

び」を挿入
そうにゅう

して下
くだ

さい。新
あら

たに管理職
かんりしょく

となった職員
しょくいん

《教職
きょうしょ

員
くいん

》に対
たい

しては、「障害
しょうがい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

等
とう

に関
かん

して求
もと

められる役割
やくわり

」と

いう文言
もんごん

の前
まえ

に「権利
けんり

条約
じょうやく

に則
のっと

り、」を挿入
そうにゅう

して下
くだ

さい。第
だい

３項
こう

では、「職員
しょくいん

は、」

《「教職員
きょうしょくいん

は、」》に続
つづ

き「権利
けんり

条約
じょうやく

の内容
ないよう

、及
およ

び」を挿入
そうにゅう

して下
くだ

さい。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。



9 別紙
べっし

関係
かんけい

別紙
べっし

に前文
ぜんぶん

をつけ、権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

５条
じょう

（平等
びょうどう

 及
およ

び無差別
むさべつ

）の諸
しょ

規定
きてい

を、大前提
だいぜんてい

と

して明示
めいじ

して下
くだ

さい。

別紙
べっし

は、法
ほう

に基
もと

づいた不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

いについてのみの留意
りゅうい

事項
じこう

となって

います。これは障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さべつ

の概念
がいねん

と範疇
はんちゅう

を著
いちじる

しく狭
せば

めるものであって、権
け

利
んり

条約
じょうやく

に則
そく

した対応
たいおう

要領
ようりょう

の基本的
きほんてき

立場
たちば

を明示
めいじ

する必要
ひつよう

があり、留意
りゅうい

事項
じこう

の不
ふじゅ

十分
うぶん

さを補
おぎな

うために、上記
じょうき

の措置
そち

をとって下
くだ

さい。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

10 別紙
べっし

第
だい

1関係
かんけい 「財

ざい

」は財産
ざいさん

か。「財
ざい

」の意味
いみ

が分
わ

かりにくいので平易
へいい

な言葉
ことば

に置
お

き換
か

えられな

いか。

「財
ざい

・サービス」に関
かん

しては、基本
きほん

方針
ほうしん

において不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつかい

いの基
きほ

本的
んてき

な考
かんが

え方
かた

として使用
しよう

されている表現
ひょうげん

であることから、案文
あんぶん

のとおりと

させていただきます。なお、この場合
ばあい

の「財
ざい

」の提供
ていきょう

とは、「もの」の提供
ていきょう

を

意味
いみ

することとなります。

11 別紙
べっし

第
だい

1関係
かんけい

権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

５条
じょう

に基
もと

づいて叙述
じょじゅつ

を改
あらた

めてください。とくに、第
だい

２段落
だんらく

にある「障
しょう

が

い者
しゃ

を障
しょう

がい者
しゃ

でない者
もの

と比
くら

べて優遇
ゆうぐう

する取扱
とりあつか

い（いわゆる積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措
そち

置）」という叙述
じょじゅつ

は、にわかには信
しん

じがたい叙述
じょじゅつ

です。再考
さいこう

してください。

「積極的
せっきょくてき

改善
かいぜん

措置
そち

」に関
かん

しては、基本
きほん

方針
ほうしん

において不当
ふとう

な差別的
さべつてき

取扱
とりあつか

い

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

として同様
どうよう

に記載
きさい

されていることから、原案
げんあん

どおりとさ

せていただきます。



12 別紙
べっし

第
だい

2関係
かんけい

最終
さいしゅう

段落
だんらく

に、①その場
ば

で直
ただ

ちには困難
こんなん

であっても、一定
いってい

の環境
かんきょう

整備
せいび

を行
おこな

えば

可能
かのう

な場合
ばあい

の説明
せつめい

、②正当
せいとう

な判断
はんだん

であったかどうかの集団的
しゅうだんてき

検討
けんとう

、③該当
がいとう

事
じれ

例
い

の蓄積
ちくせき

と検討
けんとう

を行
おこな

い今後
こんご

に生
い

かすこと、など加
くわ

えてください。

ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、以下
いか

のように修正
しゅうせい

させていただきます。

［修正案］

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、職
しょ

員
くいん

《教職員
きょうしょくいん

》に対
たい

し、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るためため、

相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

事例
じれい

等
など

の蓄積
ちくせき

も踏
ふ

まえ、職員
しょくいん

《教職員
きょうしょくいん

》に対
たい

し、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

13 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい

第
だい

４では、繰
く

り返
かえ

される「その実施
じっし

に伴
ともな

う負担
ふたん

が過重
かじゅう

でないときは、」というフ

レーズはすべて削除
さくじょ

してください。また、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の定義
ていぎ

や、意思
いし

表明
ひょうめい

者
しゃ

規定
きてい

などを本則
ほんそく

に織
お

り込
こ

んだ場合
ばあい

、それを踏
ふ

まえて整理
せいり

してください。

「過重
かじゅう

な負担
ふたん

」に関
かん

しては、基本
きほん

方針
ほうしん

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

として同様
どうよう

に記述
きじゅつ

されていることから、原案
げんあん

どおりとさせていただきま

す。

14 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい

第
だい

４の１の第
だい

２段落
だんらく

第
だい

２文中
ぶんちゅう

の「社会
しゃかい

における様々
さまざま

な障壁
しょうへき

と相対
あいたい

することによっ

て生
しょう

ずるものとのいわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

」という叙述
じょじゅつ

を、（例
れい

）「社会
しゃかい

に

おける様々
さまざま

な障壁
しょうへき

によって生
しょう

じ、社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

・改変
かいへん

によって障
しょう

がいの

解消
かいしょう

を目指
めざ

すことが可能
かのう

であって、障壁
しょうへき

の解消
かいしょう

に向
む

けての取組
とりくみ

の責任
せきにん

は障
しょう

が

いのある人
ひと

個人
こじん

にではなく社会
しゃかい

の側
がわ

にあるとするいわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

」などのように、社会
しゃかい

モデルの考
かんが

え方
かた

を正
ただ

しく叙述
じょじゅつ

するようにして下
くだ

さい。

「社会
しゃかい

モデル」に関
かん

しては、基本
きほん

方針
ほうしん

において同様
どうよう

に記述
きじゅつ

されていること

から、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

15 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい 第

だい

４の２の第
だい

１段落
だんらく

の第
だい

２文
ぶん

、「さらに、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

は、」に続
つづ

き、「社会
しゃかい

的
てき

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

する取
と

り組
く

みの進展
しんてん

、」を挿入
そうにゅう

して下
くだ

さい。

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

とは、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

のために行
おこな

われるものであ

ることから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。



16 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい

第
だい

４の２の最終
さいしゅう

段落
だんらく

は、第
だい

４の４で叙述
じょじゅつ

する社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

、ユニバーサル

デザインの進展
しんてん

を念頭
ねんとう

に置
お

いた叙述
じょじゅつ

ですが、これは本来的
ほんらいてき

課題
かだい

です。それを

「中
ちゅう

・長期
ちょうき

的
てき

なコスト削減
さくげん

・効率化
こうりつか

につながる点
てん

は重要
じゅうよう

」という観点
かんてん

で示
しめ

すという

のは、いかがなものでしょうか。ご再考
さいこう

下
くだ

さい。

ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、以下
いか

のように修正
しゅうせい

させていただきます。

［修正案
しゅうせいあん

］

その都度
つど

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

とは別
べつ

に、後述
こうじゅつ

する環境
かんきょう

の整備
せいび

を考慮
こうりょ

に入
い

れる

ことにより、中長期的
ちゅうちょうきてき

なコストの削減
さくげん

･効率化
こうりつか

につながる点
てん

は重要
じゅうよう

であ

る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓

その都度
つど

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

とは別
べつ

に、後述
こうじゅつ

する環境
かんきょう

の整備
せいび

を行
おこな

うことによ

り、中長期的
ちゅうちょうきてき

なコストの削減
さくげん

･効率化
こうりつか

につながる点
てん

があることも考慮
こうりょ

して

おく必要
ひつよう

がある。

17 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい

第
だい

４の４の第
だい

１文
ぶん

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、障
しょう

がい者
しゃ

等
など

の利用
りよう

を想定
そうてい

して事前
じぜん

に行
おこな

われ

る」云々
うんぬん

とあります。これに続
つづ

く「建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
か

、介助者
かいじょしゃ

等
など

の人的
じんてき

支
しえ

援
ん

、情報
じょうほう

アクセシビリティの向上
こうじょう

等
など

の環境
かんきょう

の整備
せいび

」は権利
けんり

条約
じょうやく

が義務
ぎむ

とし課題
かだい

とする社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

、障
しょう

がいに基
もと

づく差別
さべつ

をなくしていく、本来
ほんらい

課題
かだい

です。

ご再考
さいこう

下
くだ

さい。

建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
か

等
など

の「事前的
じぜんてき

改善
かいぜん

措置
そち

」については、基本
きほん

方針
ほうしん

において、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

として同様
どうよう

に記述
きじゅつ

されているこ

とから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

18 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい

本則
ほんそく

に、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

についての必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を的確
てきかく

に行
おこな

っていくため、県
けん

の設置
せっち

する施設
しせつ

の構造
こうぞう

改善
かいぜん

、設備
せつび

の改善
かいぜん

と整備
せいび

、職員
しょくいん

研
け

修
んしゅう

など社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に必要
ひつよう

な環境
かんきょう

整備
せいび

を進
すす

める旨
むね

の条項
じょうこう

を設
もう

けて下
くだ

さ

い。

別紙
べっし

第
だい

４の４において建築物
けんちくぶつ

の環境
かんきょう

整備
せいび

に配慮
はいりょ

する旨
むね

を定
さだ

めています。

また、第
だい

７条
じょう

《第
だい

６条
じょう

》において職員
しょくいん

研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

の実施
じっし

を定
さだ

めています。

このことから原案
げんあん

どおりとさせていただきます。



19 別紙
べっし

第
だい

4関係
かんけい 第

だい

４の５、事業者
じぎょうしゃ

への業務
ぎょうむ

委託
いたく

について、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務
ぎむ

とするよう

改
あらた

めて下
くだ

さい。「努
つと

めることが望
のぞ

ましい」とされる理由
りゆう

はありません。

事業者
じぎょうしゃ

への業務
ぎょうむ

委託
いたく

に関
かん

しては、基本
きほん

方針
ほうしん

において、同様
どうよう

の記述
きじゅつ

とされ

ていることから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

なお、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

においては、事業者
じぎょうしゃ

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

は努
どりょ

力
く

義務
ぎむ

とされています。

20 別紙
べっし

第
だい

5関係
かんけい

①その場
ば

で直
ただ

ちには困難
こんなん

であっても、一定
いってい

の環境
かんきょう

整備
せいび

を行
おこな

えば可能
かのう

な場合
ばあい

の

説明
せつめい

、②正当
せいとう

な判断
はんだん

であったかどうかの集団的
しゅうだんてき

検討
けんとう

、③該当
がいとう

事例
じれい

の蓄積
ちくせき

と検
け

討
んとう

を行
おこな

い今後
こんご

に生
い

かすこと、などを加
くわ

えてください。

ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、以下
いか

のように修正
しゅうせい

させていただきます。

［修正案］

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がい理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、職員
しょくいん

《教職員
きょうしょくいん

》に対
たい

し、必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

･啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓

第
だい

7条
じょう

《第
だい

6条
じょう

》　障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、相
そう

談
だん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

事例
じれい

等
など

の蓄積
ちくせき

も踏
ふ

まえ、職員
しょくいん

《教職員
きょうしょくいん

》に対
たい

し、

必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

・啓発
けいはつ

を行
おこな

うものとする。

21 別紙
べっし

第
だい

6関係
かんけい

冒頭
ぼうとう

に、「物理的
ぶつりてき

・技術的
ぎじゅつてき

制約
せいやく

、人的
じんてき

・体制上
たいせいじょう

の制約
せいやく

などを順次
じゅんじ

克服
こくふく

していく社
しゃ

会的
かいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

に全力
ぜんりょく

を傾注
けいちゅう

すること、その取組
とりくみ

とも相
あい

まって、当面
とうめん

の、狭
せま

い

業務上
ぎょうむじょう

の対応
たいおう

において、（以下
いか

、略
りゃく

）」というように、列挙
れっきょ

事例
じれい

の狭
せま

さが自覚
じかく

でき

る叙述
じょじゅつ

を置
お

くようにして下
くだ

さい。

第
だい

６の冒頭
ぼうとう

において、同様
どうよう

の趣旨
しゅし

の記述
きじゅつ

をしていますので、原案
げんあん

どおりと

させていただきます。



22 別紙
べっし

第
だい

6関係
かんけい

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体例
ぐたいれい

の中
なか

に、ホームページへのアクセスについて、ウェブアク

セシビリティの日本
にほん

工業
こうぎょう

規格
きかく

「ＪＩＳＸ８３４１-３：２０１０」に基
もと

づいた形
かたち

で情報
じょうほう

提
て

供
いきょう

することを明記
めいき

して下
くだ

さい。

日本
にほん

工業
こうぎょう

規格
きかく

は将来的
しょうらいてき

に変更
へんこう

されることもありますので、具体
ぐたい

例
れい

を記述
きじゅつ

することは見送
みおく

らせていただきます。

なお、現在
げんざい

、県
けん

公式
こうしき

ホームページはご指摘
してき

の規格
きかく

に一部
いちぶ

準拠
じゅんきょ

しており、

今後
こんご

もウェブアクセシビリティに配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

を目指
めざ

します。

23 別紙
べっし

参考
さんこう

関係
かんけい

① 聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいについて「ろうあ」と「難聴
なんちょう

」と限定的
げんていてき

に記
しる

すのは適切
てきせつ

でないと思
おも

います。

　一般的
いっぱんてき

には、聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい者
しゃ

は「ろう者
しゃ

」「難聴者
なんちょうしゃ

」「中途
ちゅ うと

失聴者
しっちょうしゃ

」に分
わ

けられま

すが、　「ろう」なのか「難聴
なんちょう

」なのかは、本人
ほんにん

のアイデンティティーによるといわ

れています。また全
まった

く聞
き

こえない人
ひと

でも、近年
きんねん

は、発声
はっせい

のトレーニング等
と う

により、

「ろう」であっても「ろうあ」ではない人
ひと

が多
おお

いと学
まな

びました。聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいが「ろう

あ」と「難聴
なんちょう

」だけのような書
か

き方
かた

は違和感
い わ か ん

があります。

②　特性
とくせい

のところに、「言語
げ ん ご

障
しょう

がい」についても書
か

くべきではありませんか。

ご意見
いけん

を踏
ふ

まえ、以下
いか

のように修正
しゅうせい

させていただきます。

［修正案
しゅうせいあん

］

別紙
べっし

 障
しょう

がいごとの特性
とくせい

と必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

【聴覚
ちょうかく

・言語
げんご

障
しょう

がい】

聴覚
ちょうかく

障がいには、全
まった

く聞
き

こえない「ろうあ」と聞
き

こえにくい「難聴
なんちょう

」とがあり

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　⇓

聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいには、音
おと

などが全
まった

く聞
き

こえない場合
ばあい

や聞
き

こえにくい場合
ばあい

があり

ます。また先天性
せんてんせい

のものと事故
じこ

や病気
びょうき

で途中
とちゅう

から聞
き

こえなくなる中途失
ちゅうとしっ

聴
ちょう

があります。

言語
げんご

障
しょう

がいには、言葉
ことば

の理解
りかい

や適切
てきせつ

な表現
ひょうげん

が困難
こんなん

な場合
ばあい

（失語症
しつごしょう

、言
げ

語
んご

発達
はったつ

障
しょう

がいなど）と、言葉
ことば

の理解
りかい

には支障
ししょう

がなく発声
はっせい

だけが困難
こんなん

な場
ば

合
あい

（吃音
きつおん

症
しょう

、構音
こうおん

障
しょう

がい、言語
げんご

発声
はっせい

機能
きのう

喪失
そうしつ

など）があります。



24 その他
た

対応
たいおう

要領
ようりょう

には障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の精神
せいしん

に則
のっと

ることを最初
さいしょ

に明記
めいき

ください。また、

不利益
ふりえき

的
てき

な取
と

り扱
あつか

いをするだけでなく、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の推進
すいしん

も明記
めいき

してく

ださい。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

また、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の推進
すいしん

については、第
だい

４条
じょう

《第
だい

3条
じょう

》に「社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

の実施
じっし

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

をしなければ

ならない」ことを記載
きさい

しています。



その他
た

「権利
けんり

条約
じょうやく

に則
のっと

る」ことを明記
めいき

し、対応
たいおう

要領
ようりょう

の内容
ないよう

を権利
けんり

条約
じょうやく

に即
そく

して見直
みなお

し、

充実
じゅうじつ

して下
くだ

さい。

権利
けんり

条約
じょうやく

は、障
しょう

がいは、心身
しんしん

に機能
きのう

障害
しょうがい

がある個人
こじん

のリハビリテーションや治
ちりょ

療
う

等々
とうとう

の問題
もんだい

としてのみではなく、その外部
がいぶ

に存在
そんざい

する種々
しゅじゅ

の社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

に

よってもたらされるものとして捉
とら

え、社会的
しゃかいてき

な障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

･改変
かいへん

によって障
しょう

がい

の解消
かいしょう

を目指
めざ

すことが可能
かのう

であって、障壁
しょうへき

の解消
かいしょう

に向
む

けての取組
とりくみ

の責任
せきにん

は障
しょう

がいのある人
ひと

個人
こじん

にではなく社会
しゃかい

の側
がわ

にあるとする「社会
しゃかい

モデル」の考
かんが

え方
かた

に

たっています。残念
ざんねん

ながら、障
しょう

がいを理由
りゆう

とする差別
さべつ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

（以下
いか

「法
ほう

」と表記
ひょうき

。）は、第
だい

２条
じょう

（定義
ていぎ

）の一
いち

、障害
しょうがい

者
しゃ

の定義
ていぎ

（これは対応
たいおう

要領
ようりょう

第
だい

３条
じょう

に無批判
むひはん

に引用
いんよう

、規定
きてい

されています）に見
み

られるように、権利
けんり

条約
じょうやく

におけ

る「disability 障害
しょうがい

」概念
がいねん

をあいまいにし、障害
しょうがい

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

を心身
しんしん

の機能
きのう

に障害
しょうがい

があるもの（権利
けんり

条約
じょうやく

におけるpersons with impairments）という概念
がいねん

に逆行
ぎゃっこう

さ

せうる内容
ないよう

となっています。また、「障
しょう

害
がい

を理由
りゆう

とする差別
さべつ

」の定義
ていぎ

規定
きてい

を欠
か

き、

不当
ふとう

な差別
さべつ

的
てき

取扱
とりあつか

いや合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

しないことを差別
さべつ

と位置付
いちづ

けている

にすぎないことも重大
じゅうだい

な欠陥
けっかん

です。権利
けんり

条約
じょうやく

第
だい

４条
じょう

（一般的
いっぱんてき

義務
ぎむ

）１項
こう

（d）「この

条約
じょうやく

と両立
りょうりつ

しないいかなる行為
こうい

又
また

は慣行
かんこう

も差
さ

し控
ひか

えること。また、公
おおやけ

の当局
とうきょく

及
およ

び機関
きかん

がこの条約
じょうやく

に従
したが

って行動
こうどう

することを確保
かくほ

すること。」の規定
きてい

に則
のっと

り、島根
しまねけ

県
ん

対応
たいおう

要領
ようりょう

においては、この重大
じゅうだい

な欠陥
けっかん

を最大限
さいだいげん

、補
おぎな

う必要
ひつよう

があります。この

ため、権利
けんり

条約
じょうやく

に則
のっと

ることの明記
めいき

は不可欠
ふかけつ

です。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえて制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の規定
きてい

に基
もと

づき、基本
きほん

方針
ほうしん

に即
そく

して定
さだ

めるものであることから、

原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

25



26 その他
た

この対応
たいおう

要領
ようりょう

は、職員
しょくいん

向
む

けに作成
さくせい

されたものと考
かんが

えます。従
したが

って、ルビ付
つ

きの

要領
ようりょう

は漢字
かんじ

が判読
はんどく

困難
こんなん

な職員
しょくいん

が対象
たいしょう

とされていると思
おも

います。非常
ひじょう

によい配
は

慮
いりょ

ではあると思
おも

いますが、差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の施行
せこう

によって雇用
こよう

機会
きかい

が拡
ひろ

がる知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

、発達
はったつ

障がい者
しゃ

においては、より平易
へいい

な文章
ぶんしょう

、日常的
にちじょうてき

に使用
しよう

している

言葉
ことば

による解説
かいせつ

、イラスト等
とう

を使用
しよう

することで、より分
わ

かりやすい対応
たいおう

要領
ようりょう

にな

ると考
かんが

えます。法
ほう

の主旨
しゅし

を活
い

かすためにも、この策定
さくてい

作業
さぎょう

に併
あわ

せて是非
ぜひ

とも取
と

り組
く

んでいただきますようお願
ねが

いいたします。

職員
しょくいん

《教職員
きょうしょくいん

》に対
たい

しては、相談
そうだん

窓口
まどぐち

に寄
よ

せられた相談
そうだん

等
とう

の蓄積
ちくせき

内容
ないよう

も

踏
ふ

まえ、研修
けんしゅう

等
とう

を通
つう

じて周知
しゅうち

啓発
けいはつ

を図
はか

っていきます。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は原案
げんあん

どおりとさせていただきますが、対応
たいおう

要領
ようりょう

の主旨
しゅし

や概要
がいよう

等
とう

を周知
しゅうち

・広報
こうほう

するにあたっては、できるだけ分
わ

かりやすくなるよう手法
しゅほう

を

検討
けんとう

していきます。

27 その他
た

文章
ぶんしょう

 表現
ひょうげん

に行政
ぎょうせい

 独特
どくとく

の言
い

い回
まわ

しが多
おお

く使用
しよう

されていることは、対応
たいおう

要領
ようりょう

が職
しょ

員
くいん

を対象
たいしょう

にしているため、致
いた

し方
かた

のないところではあります。しかし、施行
せこう

、実施
じっし

にあたっては、一般
いっぱん

の方
かた

の理解
りかい

が必要
ひつよう

であることを考
かんが

える時
とき

、より平易
へいい

な文章
ぶんしょう

で表現
ひょうげん

していただくことで、県
けん

、教育庁
きょういくちょう

、学校
がっこう

、警察
けいさつ

等
とう

の取
と

り組
く

みへの理解
りかい

が一
いっ

層
そう

深
ふか

まるものと考
かんが

えます。

一般
いっぱん

の方
かた

に対
たい

しては、あいサポート運動
うんどう

の取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させていくこと等
とう

に

より、差別
さべつ

解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

に関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めていきます。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は原案
げんあん

どおりとさせていただきますが、対応
たいおう

要領
ようりょう

の主旨
しゅし

や概要
がいよう

等
とう

を周知
しゅうち

･広報
こうほう

するにあたっては、できるだけ分
わ

かりやすくなるよう手法
しゅほう

を

検討
けんとう

していきます。

28 その他
た

法
ほう

の施行
せこう

にあっては、関係
かんけい

機関
きかん

だけで達成
たっせい

できるものではないと考
かんが

えます。対
た

応
いおう

要領
ようりょう

の中
なか

には、「周囲
しゅうい

の者
もの

の理解
りかい

を得
え

た上
うえ

で・・・。」という表現
ひょうげん

もされている

ように地域
ちいき

社会
しゃかい

への啓発
けいはつ

も求
もと

められていると考
かんが

えます。是非
ぜひ

とも、その取
と

り組
く

み

を対応
たいおう

要領
ようりょう

に加筆
かひつ

していただきたいと考
かんが

えます。

対応
たいおう

要領
ようりょう

は原案
げんあん

どおりとさせていただきますが、地域
ちいき

社会
しゃかい

へは、あいサ

ポート運動
うんどう

の取組
とりくみ

を充実
じゅうじつ

させていくこと等
とう

により、差別
さべつ

解消
かいしょう

に向
む

けた取組
とりくみ

みに関
かん

する普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

を進
すす

めていきます。



29 その他
た

本
ほん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に懲戒
ちょうかい

 処分
しょぶん

規定
きてい

を明記
めいき

すべきである。法律
ほうりつ

により差別
さべつ

禁止
きんし

と合理
ごうりて

的
き

配慮
はいりょ

の不
ふ

提供
ていきょう

が禁止
きんし

されているので、不当
ふとう

な差別
さべつ

を繰
く

り返
かえ

したり、過重
かじゅう

な負
ふ

担
たん

がないにもかかわらず合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の不
ふ

提供
ていきょう

を繰
く

り返
かえ

す場合
ばあい

は、懲戒
ちょうかい

 処分
しょぶん

や

その他
た

の措置
そち

をすべきである。人権
じんけん

擁護
ようご

を推進
すいしん

する立場
たちば

の行政
ぎょうせい

職員
しょくいん

の対応
たいおう

要
よう

領
りょう

に制裁
せいさい

規定
きてい

がないのは間違
まちが

っている。

法令
ほうれい

に違反
いはん

した場合
ばあい

や職務上
しょくむじょう

の義務
ぎむ

に違反
いはん

し、又
また

は職務
しょくむ

を怠
おこた

った場合
ばあい

等
など

は、懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

の対象
たいしょう

となることが地方
ちほう

公務員法
こうむいんほう

により定
さだ

められており、

本
ほん

対応
たいおう

要領
ようりょう

に規定
きてい

がないことをもって、懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

をしないものではないこ

とから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

30 その他
た 事例

じれい

の積
つ

み重
かさ

ねと検討
けんとう

、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

除去
じょきょ

の進展
しんてん

などをもって、施行
しこう

後
ご

３年
ねん

ごと

の見直
みなお

しをする規定
きてい

をおいてください。

法
ほう

施行
せこう

後
ご

３年
ねん

経過
けいか

時
じ

に国
くに

は検討
けんとう

及
およ

び必要
ひつよう

な見直
みなお

しを行
おこな

うこととなってお

り、対応
たいおう

要領
ようりょう

の見直
みなお

しに関
かん

しては、これらの動向
どうこう

を踏
ふ

まえて、必要
ひつよう

に応
おう

じ

てを検討
けんとう

していきます。

２．教育庁
きょういくちょう

等
とう

における対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

するもの

31 別紙
べっし

第
だい

６関係
かんけい

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体
ぐたい

例
れい

の中
なか

に「視覚
しかく

障
しょう

がいのある委員
いいん

に会議
かいぎ

資料
しりょう

等
とう

を事前
じぜん

送
そう

付
ふ

する際
さい

、読
よ

み上
あ

げソフトに対応
たいおう

できるよう電子
でんし

データ（テキスト形式
けいしき

）で提供
ていきょう

す

る。」とありますが、音声
おんせい

読
よ

み上
あ

げでは正
ただ

しく情報
じょうほう

が伝
つた

わらないところがあるの

で、やはり点字
てんじ

にして情報
じょうほう

提供
ていきょう

してほしいと思
おも

います。

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に当
あ

たり得
え

る意思
いし

疎通
そつう

の配慮
はいりょ

の具体
ぐたい

例
れい

において、同様
どうよう

の趣
しゅ

旨
し

の記述
きじゅつ

をしていますので、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

３．県立
けんりつ

学校
がっこう

における対応
たいおう

要領
ようりょう

に関
かん

するもの

32 第
だい

6条
じょう

関係
かんけい

教職員
きょうしょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

開始
かいし

時期
じき

を明示
めいじ

できないか。

対応
たいおう

要領
ようりょう

の制定
せいてい

に先立
さきだ

ち、障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消法
かいしょうほう

の趣旨
しゅし

を踏
ふ

まえた研修
けんしゅう

を、校長
こうちょう

、教頭
きょうとう

、事務長
じむちょう

等
とう

を対象
たいしょう

として既
すで

に実施
じっし

していることから、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。今後
こんご

も様々
さまざま

な機会
きかい

をとらえて、適切
てきせつ

に教職
きょうしょ

員
くいん

に対
たい

して研修
けんしゅう

を実施
じっし

していきます。



33 別紙
べっし

第
だい

6関係
かんけい 合理的

ごうりてき

配慮
はいりょ

の具体
ぐたい

例
れい

の中
なか

に、視覚
しかく

の状態
じょうたい

が急変
きゅうへん

する場合
ばあい

を想定
そうてい

し、試験
しけん

等
とう

の

際
さい

に補助
ほじょ

支援
しえん

員
いん

を置
お

くことを付加
ふか

してください。

別紙
べっし

第
だい

６の人的
じんてき

支援
しえん

の配慮
はいりょ

の具体
ぐたい

例
れい

の２項目
こうもく

に支援
しえん

員等
いんなど

について記載
きさい

しており、原案
げんあん

どおりとさせていただきます。

※上記
じょうき

のほか、障
しょう

がい福祉
ふくし

施策
せさく

や学校
がっこう

教育
きょういく

全般
ぜんぱん

に関
かん

するご意見
いけん

等
とう

を多数
たすう

いただきました。これらの意見
いけん

については、今後
こんご

の取組
とりくみ

の参考
さんこう

とさせていただきま

す。


